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【【障障ががいい児児相相談談支支援援給給付付】】 身 知 精 難

障がい児通所支援の利用に関して、ケアマネジメントによりきめ細かく支援することができ

るよう、障がい児の心身の状況や置かれている環境などの事情を踏まえて、通所サービスの利

用計画（障がい児支援利用計画等）を作成し、障がい児の抱える課題の解決や適切なサービス

の利用を図ります。

対対象象ととななるる方方：障がい児通所支援を利用するすべての障がい児

対対象象ササーービビスス：障がい児相談支援事業

申申 請請 窓窓 口口：各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地 裏表紙）

利利 用用 手手 続続 きき：障がい児通所給付（障がい児通所支援）を参照

費費 用用 負負 担担：無し

※本市ホームページに大阪市内の事業所リストを掲載しているほか、各区保健福祉センタ

ーにも大阪市内の事業所リストがありますので、サービス利用をご希望の場合は、ホーム

ページまたは各区担当でご確認ください。

（ ： ）

【【障障ががいい児児通通所所給給付付（（障障ががいい児児通通所所支支援援））】】 身 知 精 難

障がい児が身近な地域で支援を受けることができるよう、障がい児の保護者等に対し、児童

発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援にかかる給付

を行います。

サービスを利用する場合には、お住まいの区の下記窓口で申請手続きを行い、支給決定を受

ける必要があり、指定事業者・施設との契約によりサービスを利用します。

対対象象ととななるる方方：身体・知的・精神障がい児・難病を有する児童

対対象象ササーービビスス：４種類（児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支

援・保育所等訪問支援）

申申 請請 窓窓 口口：各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地 裏表紙）

利利 用用 手手 続続 きき：① 支給申請 →② サービスの利用意向調査 → ③指定相談支援事業

者による利用計画（案）の作成 → ④支給決定 → ⑤ 指定相談支援事

業者による利用計画の作成 → ⑥サービス利用 → ⑦モニタリングの

実施 の流れになります。

費費 用用 負負 担担：一定の負担（原則として 割の定率負担と食費・光熱費等の実費負

担）が必要となりますが、負担上限月額の設定や軽減措置が設けられて

います。また、利用施設又は利用事業所が別途徴収する費用が発生する

場合もあります。

  ６６  障障ががいい児児支支援援  
障障ががいい児児給給付付
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※医療的ケアを必要とする障がい児が児童発達支援・放課後等デイサービスを利用する場

合、必要な医療的ケアや見守りの必要性等を主治医に判定してもらい、「医療的ケア判

定スコア」を作成してもらう必要がある場合があります。詳しくは、本市ホームページ

をご参照ください。

：

○○障障ががいい児児通通所所給給付付

種種別別 対対象象者者 内内容容

児児童童発発達達支支援援

身体に障がいのある児

童、知的障がいのある

児童、精神に障がいの

ある児童、または難病

を有する児童

障がい児に対する日常生活における基本的な動作

及び知識技能の習得、集団生活への適応のための

支援を行います。

※上記のほか、施設の有する専門機能を活かし、地域の障

がい児やその家族への相談、障がい児を預かる施設への援

助・助言を合わせて行うなど、中核的な療育支援施設のこ

とを「児童発達支援センター」といいます。肢体不自由の

ある児童に対しては、治療をあわせて行うこともあります。

放放課課後後等等デデイイササーービビスス

学校教育法に規定する

学校（幼稚園、大学を

除く）又は専修学校等

に就学している障がい

児

就学中の障がい児に対し、授業の終了後または休業日

に、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交

流の促進を行います。

居居宅宅訪訪問問型型児児童童発発達達支支援援
重度の障がい等により

外出が困難な障がい児

障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な

動作及び知識技能の習得、生活能力の向上のための支

援を行います。

保保育育所所等等訪訪問問支支援援

保育所や、児童が集団

生活を営む施設に通う

障がい児

保育所等に通う障がい児に対し、当該施設における障

がい児以外の児童との集団生活への適応のための専

門的な支援を行います。

※いずれも障がい者手帳の有無は問わず、こども相談センター、医師等により療育の必要性が認めら

れた児童も対象となります。

※本市ホームページに大阪市内の事業所リストを掲載しているほか、各区保健福祉センターにも大阪

市内の事業所リストがありますので、サービス利用をご希望の場合は、ホームページまたは各区担当

でご確認ください。

（ ： ）
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【【障障ががいい児児入入所所給給付付（（障障ががいい児児入入所所支支援援））】】 身 知 精 難

障がいの重複化等を踏まえ、複数の障がいに対応できるよう、障がい児の保護者等に対し、

福祉型・医療型障がい児入所支援にかかる給付を行います。

サービスを利用する場合には、こども相談センター（所在地： ページ）で相談していた

だいたうえで、お住まいの区で支給決定を受ける必要があり、指定事業者・施設との契約により

サービスを利用します。

対対象象ととななるる方方：身体・知的・精神障がい児・難病を有する児童

対対象象ササーービビスス：２種類（福祉型障がい児入所施設・医療型障がい児入所施設）

窓窓 口口：各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地 裏表紙）

利利 用用 手手 続続 きき：① 支給申請 →② サービスの利用意向調査・入所調整等 → ③ 支給決定 →

④ サービス利用 の流れになります。

費費 用用 負負 担担：一定の負担（原則として 割の定率負担と食費・光熱費等の実費負担）

が必要となりますが、負担上限月額の設定や軽減措置が設けられています。

また、利用施設が別途徴収する費用が発生する場合もあります。

○○障障ががいい児児入入所所給給付付

種種別別 対対象象者者 内内容容

福福祉祉型型障障ががいい児児入入所所施施設設

身体に障がいのある

児童、知的障がいの

ある児童、精神に障

がいのある児童又は

難病を有する児童

入所している障がい児に対し、日常生活におけ

る基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能

の習得のための支援を行います。

医医療療型型障障ががいい児児入入所所施施設設

入所している肢体不自由のある児童又は、知的

障がいと肢体不自由が重複している児童に対

し、日常生活における基本的な動作及び独立自

活に必要な知識技能の習得のための支援並びに

治療を行います。

※いずれも障がい者手帳の有無は問わず、こども相談センター、医師等により療育の必要性が認めら

れた児童も対象となります。

※本市ホームページに大阪市内の事業所リストを掲載しているほか、各区保健福祉センターにも大阪

市内の事業所リストがありますので、サービス利用をご希望の場合は、ホームページまたは各区担

当でご確認ください。

（ ： ）

（（利利用用者者負負担担））

負担が重くならないように、負担上限月額の設定など所得や収入に応じたさまざまな負担軽

減措置が設けられています。

負担軽減措置を受ける場合は申請が必要です。サービス利用の申請時にあわせて申請してく

ださい。
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○障がい児給付にかかる負担上限月額

上上限限区区分分  説説明明  

負負担担上上限限月額額  
福福祉祉部部分分  

医医療療部部分分  
通通所所  

入入所所  
（（２２００歳歳未未満満））  

生活保護 生活保護世帯の場合 ０円 ０円 ０円 

低所得１ 
市民税非課税世帯であり、保護者

（１８歳以上の場合は本人）の収

入が年額８０万円以下の場合 
０円 ０円 １５，０００円 

低所得２ 
市民税非課税世帯であり、低所得

１に該当しない場合 
０円 ０円 ２４，６００円 

一般 

市民税課税世帯であり、所得割額

が２８万円未満である場合 
４，６００円 ９，３００円 

４０，２００円 
市民税課税世帯であり、所得割額

が２８万円以上である場合 
３７，２００円 ３７，２００円 

＊負担上限月額の設定以外にも下記のほか、さまざまな負担軽減措置があります。詳しくは各区保

健福祉センター福祉業務担当（所在地：裏表紙）へお問い合せください。

【３歳から５歳までの発達支援の無償化】

お子さんが満３歳になって初めての 月１日から小学校に就学するまで、障がい児支援にか

かる福祉部分の利用者負担は無償となります。無償化にかかる申請や手続きは不要です。

【多子軽減措置：世帯の市民税所得割合算額が 円以上の場合】

就学前のお子さんが複数おられるご家庭で、複数のお子さんが障がい児通所支援・保育所・

幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部・児童心理治療施設・家庭的保育事業・小規模

保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業を利用されており、２人目以降のお子さ

んが障がい児通所支援を利用している場合。

【多子軽減措置：世帯の市民税所得割合算額が 円以下の場合】

保護者と生計を同一にするお子さんが複数おられるご家庭で、２人目以降のお子さん（就学

前）が障がい児通所支援を利用している場合。

【第２子軽減制度：障がい児のきょうだいが保育所等を利用し保育料等が発生している場合】

放課後等デイサービスまたは障がい児入所支援を利用している障がい児のきょうだい児が

保育所等を利用しており、かつ保育料が発生している場合。

※申請の案内・手続きは、障がい児が利用する放課後等デイサービス事業所、障がい児入所

施設で行います。

（（障障ががいい児児支支援援事事業業所所のの情情報報公公表表制制度度））

障がい児相談支援・障がい児通所支援・障がい児入所支援を行う事業者は、情報公表制度に

基づいて、事業所の基本情報や運営状況、サービスの提供体制などについての情報を公表する

こととなっています。独立行政法人 福祉医療機構が提供する （下記 ）で検

索・閲覧できますので、サービスを利用する際のご参考にご活用ください。

障害福祉サービス等情報検索サイト

：
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【【高高額額障障ががいい児児（（通通所所・・入入所所））給給付付費費】】
障がい児（通所・入所）支援等にかかる利用者負担の軽減措置の一つとして、同一世帯に障

がい児（通所・入所）支援等を利用する方が複数いる場合等に、世帯の負担を軽減する観点か

ら、世帯における利用者負担額のうち基準額を超える負担分について、償還払い方式により支

給します。

負担軽減措置を受けるには、申請が必要となりますので、大阪市医療助成費等償還事務セン

ターへ申請書等を送付してください。

なお、障がい児（通所・入所）支援を利用している方で、新たに高額障がい児（通所・入所）

給付費の支給対象となる可能性のある方には、年に２回、大阪市医療助成費等償還事務センタ

ーから申請書等をお送りし、申請の勧奨を行います。

※対象となるサービス等の費用

・障がい福祉サービスのうち介護給付費等に係る利用者負担額

・介護保険の利用者負担額（同一人が障がい福祉サービスを併給している場合に限る。）

・補装具給付費に係る利用者負担額（同一人が障がい福祉サービス等を併給している場合に限

る。）

・障がい児通所給付費に係る利用者負担額

・障がい児入所給付費に係る利用者負担額

【【児児童童発発達達支支援援利利用用者者負負担担給給付付事事業業】】 身 知 精 難

令和６年９月から、０～２歳児の第２子以降の児童発達支援事業の利用者負担額を無償化する

ため、「児童発達支援等利用者負担給付金」を給付する事業を実施しています。

対対象象ととななるる方方 ：大阪市にお住まいで、２人目以降のお子様が０～２歳（※）であって児童発

達支援を利用しており、児童発達支援事業者への利用者負担が発生する方（市

民税課税世帯の方）

※ここでの０～２歳とは、当該年度に出生したもしくは年度の初日の前日に

２歳に到達している場合を言い、令和６年度の対象者は、２人目以降のお

子様が令和３年４月２日以降に生まれた方となります。

※この事業は、令和６年９月以降のサービス利用分が対象となります。

事事 業業 内内 容容：原則として、保護者の方から各事業者に対して、給付金の請求及び受領を委

任していただくことにより、事業者に対して給付金をお支払いします。給付

金の支給を受けるためには、原則としてサービス利用月の前月末日までに保

護者の方から大阪市に申請いただく必要があります。

申申 請請 窓窓 口口：各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地 裏表紙）

必必 要要 書書 類類：児童発達支援等利用者負担給付金支給申請書

 

そそのの他他のの事事業業

身 知 精 難
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【【難難聴聴児児補補聴聴器器給給付付事事業業】】身

身体障がい者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に、補聴器購入費又は修理費の

一部を支給します。

対対 象象 者者 ：：次の項目すべてにあてはまる方

・大阪市内に在住する 歳未満の難聴の方

・両耳の聴力レベルが３０デシベル以上７０デシベル未満の方

対対象象ととななるる ：：高度難聴用耳かけ型補聴器

補補聴聴器器のの基基準準 ※必要に応じイヤモールド付き

※補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準に定められた

もの

上上 限限 額額

金金額額 内内訳訳

購入費
片耳当たり

４４９９，，１１８８４４円円
（イヤモールドを含まない場合）

円（補聴器基準額）× （仕入れ等
に係る消費税相当分）

５５９９，，２２５５４４円円
（イヤモールドを含む場合）

円（補聴器基準額）＋ 円（イヤ
モールド）× （仕入れ等に係る消費税相当分）

修理費
片耳当たり

３３３３，，４４９９６６円円
（ただし、修理内容に応じて支給額が異なります。）

円（耳かけ型アンプ組立交換基準額）
×1.06（仕入れ等に係る消費税相当分）

自自己己負負担担額額 ：：１割負担（ただし、生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯は自己負担なし）

窓窓 口口 ：福祉局障がい者施策部障がい支援課

必必要要書書類類 ：：●大阪市難聴児補聴器購入費支給申請書

●大阪市難聴児補聴器購入費支給意見書

（指定自立支援医療機関［育成医療］で作成されたもの）

●補装具業者の見積書

●課税証明書（本市課税の場合は同意書でも可）

  
【【医医療療的的ケケアアがが必必要要ななここどどもものの障障ががいい福福祉祉ササーービビスス等等のの利利用用】】 

医療的ケアが必要なこどもについては、障がい者手帳を所持していなくても、「医療的ケア 
判定スコア」等の提出により、以下のサービスの利用申請を行うことができます。 

サービスを利用するには、お住まいの区の窓口で申請手続きを行い、支給決定を受ける必要が

ありますので、まずはお住まいの区の下記窓口でご相談ください。 
 

対対象象ととななるる方方：医療的ケアが必要な児童 
対対象象ササーービビスス ：介護給付（居宅介護・短期入所※等）、

障がい児給付（児童発達支援・放課後等デイサービス等）等

費費 用用 負負 担担：一定の負担（原則として 1 割の定率負担と食費・光熱費等の実費負担）が

必要となりますが、負担上限月額の設定や軽減措置が設けられています。

また、利用施設又は利用事業所が別途徴収する費用が発生する場合もあり

ます。 
相相 談談 窓窓 口口：各区保健福祉センター福祉業務担当（所在地 裏表紙）

※医療的ケアが必要なこどもが利用できる短期入所の実施機関については、 ページの【重症

心身障がい児者等医療型短期入所】をご参照ください。

医医療療的的ケケアアがが必必要要ななここどどももへへのの支支援援
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【【医医療療的的ケケアアにに対対応応可可能能なな障障ががいい福福祉祉ササーービビスス事事業業所所等等のの情情報報】】
障がい福祉サービス等情報公表制度に基づき、 にて医療的ケアに関する体制につ

いての情報を公表している事業所について、本市ホームページ（下記 ）に掲載しています。

障がい福祉サービス等を提供する事業所等を利用する際にご活用ください。

本本市市ホホーームムペペーージジ

：

（参考） 障害福祉サービス等情報検索サイト

：

  
  
【【医医療療的的ケケアア児児ととはは】】  
医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、 （新生児特定集中治療室）等に長期入院

した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが

日常的に必要な児童のことを指します。 
 
本本市市ホホーームムペペーージジ「「医医療療的的ケケアアがが必必要要ななここどどもも等等へへのの支支援援」」

：  
 
 
 

 
 


